
     平成２０年度税制改正案のご案内～
         住宅・土地税制の一部をご紹介致します。

第６１号

ひとくちメモ

 平成20年3月1日施行で、特定事業者に対し、不動産売買契約の取引に本
人確認の義務付けが開始されました。特定事業者に宅地建物取引業者（不動
産業者）も含まれますので、今後、不動産売買取引の際には、必ず本人確認
をさせていただくことになりましたので、ご協力お願い致します。

法の施行について、、、
   平成19年3月29日、犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）
が
  成立し、平成20年3月１日に施行となりました。
  今までも、金融機関には本人確認等の義務付けがなされておりましたが、犯罪による収
益
  は金融機関の取引だけでなく、不動産等の取引を通しても移転されます。そこで、今回の
  法律の施行となりました。
本人確認とは、、、
   どのような確認をするのかと言うと、売買契約取引時に、運転免許証や健康保険証・住

犯罪収益の移転防止を確実にするためですので、不動産売買取引の際には、
ご協力よろしくお願い致します。

何もかも分からない
ことだらけですが、
一日も早く仕事に
慣れるように
 頑張ります！


